
№ 質問内容 回答

1-1 外部役員や外部監査人は、団体の定款に記載する必要がありますか。
定款への記載が必要であるか否かは、各団体の設立に関する関係法令によって異なる
と考えられますので、各所管庁に問い合わせてください。

1-2
既に団体の員外役員・員外理事になっている者は、当該団体の外部役員
や外部監査人になれないのですか。

要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になることは可能
です。

1-3
既に団体の顧問の弁護士、公認会計士、社労士、税理士や行政書士等
になっている者でも、当該団体の外部役員や外部監査人になれますか。

要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になることは可能
です。

1-4
複数の監理団体の外部役員を兼任することは可能ですか。同じく、複数
の監理団体の外部監査人を兼任することは可能ですか。また、A団体の
外部役員とB団体の外部監査人を兼任することはできますか。

複数の監理団体の外部役員を兼任することは、要件に適合し、欠格事由に該当しなけ
れば可能です。また、外部監査人についても、要件に適合し、欠格事由に該当しなけれ
ば、複数の監理団体の兼任は可能です。
ただし、既に特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査
人を兼任することはできません。

1-5
従前、団体の役員であった者が、当該団体の外部役員や外部監査人に
なれますか。

従前、団体の役員であっても、役員を退任してから５年以上経過している場合には、その
他の要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になることは
可能です。

1-6 他の監理団体の役職員が、外部役員や外部監査人になれますか。

外部役員については、その者が監理団体許可申請前から外部役員となる予定で役員と
なっており、「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経
験を有する役員」と認められる場合、外部役員になれる可能性があります。他方、既に
特定の監理団体の役職員になっている者が、他の監理団体の外部監査人になることは
できません。

1-7
外部役員は常勤でなければならないのですか。非常勤ではいけません
か。

外部役員について、常勤・非常勤は問いませんが、外部の視点により監理団体の業務
を中立的に監査することが必要となります。

〇　外部役員又は外部監査に関するもの

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）



№ 質問内容 回答

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）

1-8 外部役員は、無報酬でもいいのですか。
報酬に関しては双方の合意の下で取り決めていただくものであり、技能実習法令上特段
の定めはありません。

1-9
外部監査人が行うこととされている同行監査は、傘下の全ての実習実施
者に行かなければならないのですか。

外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事するこ
とがないため、監理事業を行う各事業所に対し１年に１回以上同行することが求められ
ますが、傘下の全ての実習実施者に同行しなければならないということはありません。

1-10 外部役員講習や外部監査人講習は、いつ実施されますか。
現在、厚生労働省のHPにおいて講習実施機関の募集を行っているところです。講習実
施機関の認定後、実施日程等について、順次、機構、法務省及び厚生労働省のHPでお
知らせしていく予定です。

1-11
監理団体（協同組合）の組合員である者が組合の役員となった場合、外
部役員になれる可能性はありますか。

原則として、監理団体の組合員である者は、外部役員になることは認められません。た
だし、技能実習に関与していない組合員については、要件に適合し、欠格事項に該当し
なければ、外部役員になれる可能性はあります。

2-1 監理責任者は、傘下の実習実施者の役員等でもなれますか。
傘下の実習実施者の役員等ではなれません。
監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責
任者の業務を適正に遂行する能力を有する者を選任する必要があります。

2-2 監理責任者と技能実習計画作成指導者は、同じ者が兼任できますか。 両方の業務を適正にできるということであれば、兼任できます。

2-3 監理責任者講習は、いつ実施されますか。
実施日程等については、厚生労働省のHP
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html）をご参照ください。

〇　監理責任者に関するもの



№ 質問内容 回答

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）

3-1 技能実習計画作成指導者は、非常勤でもよいのですか。 要件を満たせば、常勤・非常勤を問いません。

3-2
技能実習計画作成指導者は、一人で複数の職種を担当してもよいので
すか。また、複数の者が担当してもよいのですか。

要件を満たせば、一人で複数の職種を担当しても構いません。
また、複数の者が技能実習計画作成指導者となることはできます。

3-3

技能実習計画作成指導者の実務経験について、運用要領（P168）には
「厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、例え
ば、･･･、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験で
あったとしても認められる」との記載がありますが、職種単位で異なる経
験の場合は認められる余地はないと考えなければならないのですか。

原則としては、職種単位で一致する実務経験であることが求められます。
ただし、職種単位で異なる経験であったとしても、例えば、移行対象職種・作業の大きな
分類（農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関
係）が同じ範囲内の実務経験がある場合で、当該実務経験が、取扱職種に係る技能実
習計画の作成に資するものである場合は、認められる可能性があります。
技能実習計画作成指導歴（旧制度における技能実習計画作成歴）についても同様で
す。

4-1 「常勤」の職員とは、どのような者のことですか。
「常勤」の職員は、継続的に雇用されている職員（日給月給者も含めて）が該当します。
「常勤」の目安としては、健康保険等の被保険者であることなどを踏まえて判断されるこ
ととなります。

5-1 新制度では、職業紹介事業の許可はいらないのですか。
新制度では監理団体の許可を受ければ、別途、職業安定法の職業紹介事業の許可を
受けなくとも技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんを行うことができます。

5-2
既に職業紹介事業の許可を受け又は届出をしている場合については、ど
うすればいいですか。

技能実習法の施行前に、技能実習生に関する職業紹介のみを目的として職業安定法上
の許可を受け又は届出をしていて、今後も日本人の職業紹介を別途行うといった特段の
事情がない場合には、職業安定法に基づく廃止届出が必要です。なお、廃止届出をしな
い場合には、職業安定法により職業紹介事業者に対して課されている義務（例えば、事
業報告書の提出等）が、引き続き課されることになります。

※なお、入管法に基づく現行制度での受入れも併せて活用する場合（経過措置）には、
現行制度で受け入れる技能実習生に係る職業紹介については、引き続き、職業紹介事
業の許可又は届出が必要となりますので、廃止届出を行う時期には十分にご注意願い
ます。

〇　職業紹介の許可に関するもの

〇　職員の常勤性に関するもの

〇　技能実習計画作成指導者に関するもの



№ 質問内容 回答

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）

6-1
団体の定款に、「技能実習生の受入れ事業」などのように、監理事業を行
うことを記載する必要はありますか。

定款への記載が必要であるか否かは、各団体の設立に関する関係法令によって異なる
と考えられますので、各所管庁に問い合わせてください。

6-2
事業協同組合については、組合としての本来事業の稼働実績が１年以
上ないと、監理団体になれないのですか。

技能実習法令上において、組合としての本来事業の一定の稼働実績を求めることはありませ
ん。また、過去において事業協同組合については、中小企業庁から少なくとも１年間は外国人技
能実習生受入事業以外の本体事業を実施してから受入れをすべき旨の指導がなされていました
が、現在においては、当該取扱いは廃止されたと承知しています。
なお、新設後、間もない団体にあっては、監理事業を健全に遂行することができるかについての
確認のため、組合設立以降の稼働状況に関する資料（例えば、月ごとや四半期ごとの貸借対照
表・損益計算表又は収支計算書、預金残高証明書）の提出の他、審査過程で、個別の状況に応
じて、別途、その他の資料の提出をお願いする場合もあります。

6-3
提出資料に、直近２事業年度分の貸借対照表などが示されていますが、
団体が設立されてから間がなく、２年分の資料がない場合には、申請で
きないのですか。

２事業年度分の資料がない場合には、例えば１事業年度分など、存在するものを提出し
てください。また、団体設立後最初の決算期を終了していない場合には、法人成立時の
貸借対照表等をご提出ください。

7-1 明示的に「〇万円以上の資産」などの基準はありますか。
資産について、一定金額以上という基準はありません。事業年度における欠損金の有無
や債務超過の有無等から総合的に勘案します。

7-2
「預金残高証明等の現金・預金の額を証する書類」は、残高証明書以外
であれば、何を提出すればいいですか。

残高証明書のほか、直近の預金通帳の写し等を提出してください。

7-3
なぜ、「預金残高証明等の現金・預金の額を証する書類」を提出しなけれ
ばならないのですか。

監理事業を実施するに当たり、安定的な事業の運営が可能か、財産的に問題がないか
を確認するためです。

〇　組合等の団体としての活動に関するもの

〇　財産的基礎に関するもの



№ 質問内容 回答

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）

7-4
直近の財務諸表（貸借対照表）において債務超過となっている場合、監
理団体の許可申請は可能ですか。

（平成30年7月1日以降の許可申請について）
監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財産的基盤を有する
ことが必要です。
直近の財務諸表（貸借対照表）で債務超過となっている場合には、例えば、以下のような
措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されることが必要です。
① 増資が実施済みである。
② 組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解消すること等
について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務超過解消が確約されてい
る。

7-5

直近期末において債務超過となっている場合、「中小企業診断士、公認
会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する
第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」の提出は必要です
か。

（平成30年6月末までの許可申請について）
直近期末において債務超過となっている場合、「中小企業診断士、公認会計士等の企
業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しにつ
いて評価を行った書面」の提出が必要です。

（平成30年7月1日以降の許可申請について）
7-4の回答のとおり。（「中小企業診断士等の企業評価を行う能力を有すると認められる
公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」の提出は不要で
す）

8-1 どのような事業所が、「監理事業所」となるのですか。

監理事業を行うことができる事業所については、所在地、構造、設備等が一定の要件を
満たしている必要があります。
駐在所であっても、一定の要件を満たせば事業所となります。監理事業がどれだけ可能
かは個別的な判断が必要になるため、名称によって決まるものではありません。
例えば、１号技能実習に関して月に一回実施する巡回指導の時にだけ、一時的に貸会
議室を借りて事業スペースや職員の詰所として活用する場合には、監理事業所とはなり
ません。
一方、職員を常駐させて、技能実習生からの相談への対応や実習実施者への指導を
行っているような事業所であれば、構造や設備等も勘案した上で、監理事業所となること
もあり得ます。
監理事業所に当たる事業所を事業所として申請しないまま監理事業を行うと、無許可で
の実習監理となりますので、判断に迷う場合には、機構本部にお問い合わせください。

8-2 監理事業所と実習実施者の距離が離れている場合でも認められますか。
当該監理事業所が、実習実施者に対して監理事業ができ得る体制かを、審査において
確認することになります。

〇　監理事業所に関するもの

New!

New!



№ 質問内容 回答

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）

9-1
一般監理事業の許可申請をしたのですが、いわゆる優良要件を満たさな
かった場合には、単に不許可とされ、改めて、特定監理事業の許可申請
をし直さなければならないのですか。

一般監理事業の許可申請に係る審査の過程で、一般監理事業の許可基準は満たさな
いものの、特定監理事業の許可申請であれば許可相当と判断される場合には、申請者
に連絡し、申請内容を変更する意思があるかを確認する事務とすることを予定していま
す。その結果、変更の意思が確認できた場合には、申請書の訂正等を行っていただくこ
ととしていますので、改めて特定監理事業の許可申請をしていただく必要はありません。

9-2
まずは特定監理事業の許可を受けて監理事業を行い、いわゆる優良要
件を満たしたときに、改めて、一般監理事業の許可を受け直すことはでき
ますか。

そのようなことは可能です。この場合、特定監理事業の許可期間の途中において事業区
分変更許可申請を行うこととなります。

9-3

監理団体の傘下の実習実施者における技能検定等の合格率（合格実
績）が点数として加味されることになっていますが、実習実施者が複数の
監理団体から実習生を受け入れている場合にはどのような計算となるの
ですか。

申請者の傘下の実習実施者が、申請者以外の他の監理団体から技能実習生を受け入
れている場合には、技能検定等の合格率（合格実績）に算入できるのは、申請者が実習
監理している範囲に限られます。他の監理団体の監理の下で実習した技能実習生の技
能検定等の合格率（合格実績）を加算することはできません。

10-1

監理団体の法人形態については、原則として、商工会議所、商工会、中
小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団
法人又は公益財団法人であることが必要とされていますが、これ以外の
法人形態の場合であっても、監理団体になることは可能ですか。

左記以外の法人形態で監理団体になろうとする場合には
（ア）監理事業を行うことについて特別の理由があること
（イ）重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること
を満たすことを立証していただく必要があります（規則第２９条第１項第９号）。

なお、（ア）については、過去3年以内に、以下の①または②を行った実績があり、当該実
績を資料等により明確に示すことが必要です。
① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18 年法律第49号）上
の「公益目的事業」に該当する業務
② 職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育
成の支援に関する業務

〇　一般監理事業の許可に関するもの

〇　法人形態に関するもの

New!



№ 質問内容 回答

よくある御質問（監理団体の許可申請関係）

11-1 現在、２国間取決めを結んでいる国はありますか。
最新の情報については、機構HP（http://www.otit.go.jp/soushutsu_nikokukan/）をご参照
ください。

12-1
「外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類」とは、ど
のようなものですか。

「外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類」とは、我が国の法人登
記と同様のものを想定しており、当該送出機関が送出国において事業を行っている実態
があることを確認できるものです。

12-2
「監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次
ぎに関する契約書の写し」とは、どのようなものですか。

技能実習生から違約金や保証金を徴収しないことなどが盛り込まれたもので、例えば、
入管法に基づく現行制度で地方入国管理局に提出しているものと同様のものです。

12-3
「外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習
に関する事業を適法に行う能力を有する書類」とは、どのようなものです
か。

例えば、送出国において、海外への労働者派遣法令等に基づく許可が必要な場合、当
該許可証の写し等が該当します。

13-1
介護職種での受入れを考えています。監理団体の要件はどうなります
か。

「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領　-介護職種の基準について-」を
ご参照ください。（機構HP：http://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#abstract_Kaigo2）

14-1
役員の住民票の写しの提出を求められていますが、役員の人数が多く、
全員分の住民票の写しを入手することが困難です。何か、他の書類で代
替することはできませんか。

住民票の写しを提出して頂くことが原則ですが、監理事業に直接的に関与しない役員に
関しては、住民票の写しに代えて、誓約書（監理事業に直接的に関与しない旨と法令に
定められている欠格事由に該当する者ではない旨について申請者が確認し、誓約したも
の。機構様式参照。）の提出で代替可能であるという取扱いとします。
ただし、誓約書を提出した役員が、その後の調査において、実際は監理事業に直接的に
関与していたことが判明した場合や、欠格事由に該当していたことが判明した場合に
は、監理団体の許可の取消し等がなされることとなりますので御注意願います。
また、個別の審査の過程において、追加で住民票の写しの提出をお願いする場合もあり
ます。

〇　２国間取決めに関するもの

〇　外国の送出機関の書類に関するもの

〇　介護に関するもの

〇　その他


